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４．各種合意形成活動の取り組み概要 
４-１．「必要な情報提供、情報伝達状況の確認」の取り組み 
（１）地権者支援情報誌「ふるさと」の作成・発行 

１）取り組みのポイント 

地権者に対して、跡地利用に関する行政側の情報や若手の会の活動等に関する情報の提供、
また、各種説明会等への参加の促進を目的として、重要な情報発信媒体として地権者支援情
報誌「ふるさと」の発行を行う。 
また、字別意見交換会の開催前の周知及び開催後の結果報告と若手の会の「土地の共同利

用」に対する検討結果の報告、さらに、次年度に実施予定のアンケート調査の周知等を行う
こととする。 
 

２）情報発信の内容 

回 数 発送時期 主な掲載内容 

第 42号 平成 28年 1月 

〇告知事項 

・字別意見交換会のお知らせ 
〇報告・紹介事項 

・アワセゴルフ場地区の関係者との意見交換
会の実施報告 
・先進地視察会の実施報告 
・若手の会の活動内容の紹介 
・普天間飛行場跡地利用に関するプロモーシ
ョンビデオの周知 

第 43号 平成 28年 3月 

〇報告・紹介事項 

・字別意見交換会の実施報告 
・若手の会の共同利用に対する考えの紹介 
・字別意見交換会の主な意見の紹介 
・地主会役員と若手の会の意見交換会の実施
報告 

〇告知事項 

・アンケート調査実施のお知らせ 
・若手の会の参加者募集のお知らせ 
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図：地権者支援情報誌「ふるさと」Vol.42（表面） 

図：地権者支援情報誌「ふるさと」Vol.42（中面） 



37 

 
  

図：地権者支援情報誌「ふるさと」Vol.43（表面） 

図：地権者支援情報誌「ふるさと」Vol.43（中面） 
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（２）「まち未来だより」の作成・発行 

１）取り組みのポイント 

市民を対象とした、情報誌「まち未来だより」による情報提供を行い、情報発信媒体とし
ての確立を目的とする。情報誌による情報提供にあたっては、跡地利用に関する情報だけで
なく宜野湾市全体のまちづくりに関する情報をわかりやすく提供することで市民が親しみを
感じられる情報誌となることに留意する。また、「まち未来だより」の発行によって、跡地利
用に向けた現在の進捗状況等に関する情報提供を行うとともに、NB ミーティングの認知度
向上に向けた活動の周知や市民のまちづくり機運向上を目的に実施した「まち歩きとまちづ
くり座談会」等の周知等を行うこととする。 
 

２）情報発信の内容 

回 数 発送時期 主な掲載内容 

第３号 平成 27年 11月 

〇報告・紹介事項 

・「ＮＢミーティング」の紹介 
・「ＮＢミーティング」の我如古区まちある
き活動の報告 

〇告知事項 

・自治会を対象とした「まち歩きとまちづく
り座談会」実施のお知らせ 

・市民を対象とした「世代交流まちづくりゆ
んたく会」実施のお知らせ 

・学生を対象として「学生円卓会議」実施の
お知らせ 

第４号 平成 28年 3月 

〇報告・紹介事項 

・野嵩 1区、喜友名区、真栄原区を対象に実
施した「まち歩きとまちづくり座談会」の
実施報告 

・「世代交流まちづくりゆんたく会」の実施
報告 
・「学生円卓会議」の実施報告 
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図：「まち未来だより」vol.3（表面） 図：「まち未来だより」vol.3（裏面） 

図：「まち未来だより」vol.4（表面） 図：「まち未来だより」vol.4（裏面） 
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（３）ホームページの充実化 

１）取り組みのポイント 

市外・県外に対して広く普天間飛行場跡地利用に関する取り組み状況等の周知方法として、
跡地利用に係る行政側からの情報や若手の会、NB ミーティングの活動状況等の情報を提供
するため、まち未来課のホームページの充実化を図るものとする。 
 

２）主な情報更新内容 

・本業務の内容 
・今年度の取り組み経過 
・若手の会の活動状況（今年度の活動概要、活動年表の更新等） 
・NBミーティングの活動状況（今年度の活動概要等） 
・地権者支援情報誌「ふるさと」第 42～43号をバックナンバーとして掲載 
・まち未来だより第３～４号を掲載 

 

 

 
 
 
  


